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国際警察緊急援助隊の編成について（通達）

国際緊急援助隊として活動する警察部隊の編成その他必要な事項について、下

記のとおり定めたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

第１ 編成

１ 国際緊急援助隊の業務を行う警察の部隊を国際警察緊急援助隊とする。

２ 国際警察緊急援助隊の要員（以下「要員」という ）は、警察庁及び都道。

府県警察の職員の中から、あらかじめ指名するものとし、人員の基準は別表

のとおりとする。

３ 要員を指名する警察庁の所属等、要員の指名に関し必要な事項は、別に定

める。

４ ２で定めるもののほか、災害の規模、態様、必要とされる知識、技能等に

より必要があると認める場合には、警察庁長官及び都道府県警察の長は、別

途その要員を指名することができる。

５ 警察庁長官は、国際警察緊急援助隊の派遣に当たっては、２又は４により

指名された要員の中から選定された人員により、国際警察緊急援助隊を編成

する。

第２ 任務

国際警察緊急援助隊は、救助活動、救急活動及び災害応急対策のための活動

を行うことを主たる任務とする。

第３ 訓練

警察庁及び都道府県警察においては、あらかじめ指名した要員の訓練を行う

ものとする。

第４ その他

この通達に定めるもののほか、国際警察緊急援助隊の派遣手続その他国際警

察緊急援助隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。



別表

国際警察緊急援助隊人員基準

人員等 階 級 等 別 人 員

人 員

所 属 警 視 警 部 技 官警部補以下 警備犬担当

警 察 庁 １１ ３ ８

北 海 道 １１ １１

警 視 庁 ６３ ２ ４４ １７

都

埼 玉 １１ １１

道

神 奈 川 ２３ １ ２２

府

愛 知 ２３ １ ２２

県

京 都 １１ １１

警

大 阪 ２３ １ ２２

察

兵 庫 １１ １１

福 岡 １１ １１

総 数 １９８ ３ ５ １６５ １７ ８


